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謹 賀 新 年 
 

旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く 

お礼申しあげます 

本年もよろしくお願い申し上げます     

 

平成３１年 元旦  

 

 

 

 

◆外国人実習生に関する監督指導 

入国管理法の改正に伴い、外国人技能実習制度等の

見直しが行われます。今回の入管法の見直しは、政

府が労働力不足への対応としての在留資格見直し

に大きく踏み出すことを意味しています。「技能実

習」について、外国人実習生を受け入れる企業に対

して行われた全国の労働局や労働基準監督署によ

る監督指導の状況を、厚生労働省が公表しています。 

 

◆監督対象事業場・違反事業場は年々増加 

平成 29 年は、実習実施者（企業）に対して 5,966

件の監督指導が実施され、4,226 件（70.8％）で労

働基準関係法令違反が認められました。主な違反と

しては、・労働時間（26.2％）・安全基準（19.7％）・

割増賃金の支払（15.8％）・就業規則（9.2％）・労働

条件の明示（9.1％）などとなっています。重大・

悪質な労働基準関係法令違反により 34 件が送検さ

れています。技能実習生の増加に伴って、監督・指

導にも力が入れられ、その数も増加が予想されます。 

 

◆違反の申告・通報もより活発に？ 

技能実習生から労働基準監督署などに対して労働

基準関係法令違反の状況が申告されることもあり

ます。技能実習生同士のつながりにより、賃金や割 

 

 

 

 

 

 

 

増賃金の不払いがある等の情報は広まりやすいと 

思われます。また、こうした申告は、労働基準監督

署に対するものだけではなく、出入国管理機関（各

地の入国管理局）に対しても行われ、それが労働

局・監督署へ通報されて監督等につながるケースも

あります。技能実習制度の違反等に対するペナルテ

ィとして、実習生の受入れの停止等が行われますの

で、企業活動に大きく影響します。 

 

◆改正に伴う情報収集を 

新しい制度が始まれば、それに伴って企業への監督

等も厳しくなることが予想されます。また、労基

法・安衛法関連だけでなく、技能実習制度自体に定

められている報告や手続きについても、新制度の下

で見直しが行われると思われます。外国人雇用・技

能実習生の受入れなどを検討する企業は情報に注

意しておきましょう。 

 

 

 

年末年始は、賞与の支給をする企業も多いと思いま

す。賞与を支給した場合は、管轄の年金事務所等に

「賞与支払届総括表」及び「賞与支払届」を提出す

ることになっています。賞与の額は、年金額の算出

の基礎となりますので、忘れることのないよう注意

しましょう。 
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賞与支払届の提出について！！ 

 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

外国人実習生に関する監督指導と 

技能実習制度の見直し 


